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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　

平成20年度
第１四半期連結
累計(会計)期間

平成19年度

(自　平成20年
４月１日

至　平成20年
６月30日)

(自　平成19年
４月１日

至　平成20年
３月31日)

経常収益 百万円 3,268 13,668

経常利益（△は経常損

失）
百万円 △186 1,398

四半期純利益（△は四半

期純損失）
百万円 △48 ――

当期純利益 百万円 ―― 1,210

純資産額 百万円 14,327 14,488

総資産額 百万円 487,603 481,276

１株当たり純資産額 円 △64.16 △61.31

１株当たり四半期純利益

金額（△は１株当たり四

半期純損失金額）

円 △0.82 ――

１株当たり当期純利益金

額
円 ―― 20.43

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額
円 ―― ――

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
円 ―― 5.96

自己資本比率 ％ 2.91 2.98

営業活動による

キャッシュ・フロー
百万円 7,069 △26,559

投資活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △4,601 18,277

財務活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △0 △5

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高
百万円 41,033 38,565

従業員数 人 519 503

　（注）１．当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２．１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５　経理の状況」中、「１　四半期連結財務諸表」の「１株当たり情

報」に記載しております。
　３．１株当たり純資産額の計算においては、純資産額から優先株式の発行金額18,000百万円を控除しております。
　４．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損
失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】
　当第１四半期連結会計期間において、当行グループ（当行及び当行の連結会社）が営む事業の内容については、重要
な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

３【関係会社の状況】
　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】
(1）連結会社における従業員数

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 519
[110]

　（注）１．従業員数は、嘱託及び臨時従業員149人を含んでおりません。
２．臨時従業員数は、［　］内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外書きで記載しております。
　

(2）当行の従業員数
　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 514
[110]

　（注）１．従業員数は、嘱託及び臨時従業員144人を含んでおりません。
２．臨時従業員数は、［　］内に当第１四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】
　「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりませ
ん。

２【経営上の重要な契約等】
　該当ありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】
　以下の記載における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当行グループ（当行及び当行の連結
会社）が判断したものである。

(1）業績の状況
①　国内・国際業務部門別収支
　資金運用収益は前連結会計年度実績11,197百万円の24.5%にあたり、前連結会計年度とほぼ同じペースとなって
います。資金調達費用は預金利回りの上昇から前連結会計年度実績1,554百万円の29.1%と、前連結会計年度を上回
るペースとなっています。役務取引等収益は株式相場の低迷から投資信託の窓口販売が低調に推移し、前連結会
計年度実績1,639百万円の21.7%に止まっております。役務取引等費用は個人ローンの支払保証料の増加から前連
結会計年度実績998百万円の28.7%と、前連結会計年度を上回るペースとなっています。その他業務収益、その他業
務費用は国債等債券売却損益が発生しなかったため、前連結会計年度実績533百万円、477百万円の10.3%、18.4%と
なっております。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 2,263 29 － 2,292

うち資金運用収益

前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 2,724 40
11
8 2,745

うち資金調達費用
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――

当第１四半期連結会計期間 460 11 11
8 452

役務取引等収支
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 69 0 0 70

うち役務取引等収益
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 355 1 0 356

うち役務取引等費用
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 285 0 － 286

その他業務収支
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 △15 4 22 △33

うちその他業務収益
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 72 4 22 55

うちその他業務費用
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 88 － － 88

　（注）１．「国内業務部門」は当行及び子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
２．「うち資金運用収益」及び「うち資金調達費用」の相殺消去額欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務
部門の間の資金貸借の利息であります。下段の計数は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。

３．「うち資金運用収益」及び「うち資金調達費用」以外の相殺消去額欄の計数は、連結会社間の取引その他連
結上の調整であります。
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②　国内・国際業務部門別役務取引の状況

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 355 1 0 356

うち預金・貸出業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 147 － － 147

うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 118 1 0 119

うち証券関連業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 13 － － 13

うち代理業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 17 － － 17

うち保護預り・貸金
庫業務

前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 5 － － 5

うち保証業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 1 － － 1

うち保険窓販業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 5 － － 5

うち投信窓販業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 37 － － 37

役務取引等費用
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 285 0 － 286

うち為替業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 20 0 － 21

うち保証業務
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 249 － － 249

　（注）１．「国内業務部門」は当行及び子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
２．相殺消去額は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。

③　国内・国際業務部門別預金残高の状況
○　預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 459,634 30 35 459,629

うち流動性預金
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 136,332 － 15 136,317

うち定期性預金
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 318,884 － 20 318,864

うちその他
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 4,416 30 － 4,447

譲渡性預金
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 － － － －

総合計
前第１四半期連結会計期間 ―― ―― ―― ――
当第１四半期連結会計期間 459,634 30 35 459,629

　（注）１．「国内業務部門」は当行及び子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
２．相殺消去額は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
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④　貸出金残高の状況
○　業種別貸出状況（残高・構成比）

業種別
平成20年６月30日

貸出金残高(百万円) 構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 349,370 100.00
製造業 18,869 5.40
農業 431 0.12
林業 83 0.02
漁業 184 0.05
鉱業 1,398 0.40
建設業 27,215 7.79
電気・ガス・熱供給・水道業 2,145 0.61
情報通信業 2,036 0.58
運輸業 7,672 2.20
卸売・小売業 32,752 9.37
金融・保険業 17,493 5.01
不動産業 40,967 11.73
各種サービス業 56,894 16.29
地方公共団体 37,992 10.88
その他 103,233 29.55

合計 349,370 ――

(2）キャッシュ・フローの状況
　資金調達については、預金残高が前連結会計年度末比6,460百万円増加しました。資金運用については、有価証券が
同4,235百万円増加しました。また、貸出金残高が同17,299百万円減少と大幅に減少しましたが、これは当四半期連結
会計期間より取立不能見込額を債権額から直接減額しているためであり、キャッシュ・フローにはほとんど影響は
ありません。
　この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは7,069百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは△4,601百万
円、財務活動によるキャッシュ・フローは△0百万円となり、現金及び現金同等物の当四半期連結会計期間末残高
は、前連結会計年度末比2,467百万円増加の41,033百万円となりました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題
　当第１四半期連結会計期間において、当行グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動
　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
（１）【主要な設備の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

（２）【設備の新設、除却等の計画】
　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要
な変更はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000
Ａ種優先株式 6,000,000
Ｂ種優先株式 3,000,000
Ｃ種優先株式 9,000,000

計 218,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月８日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 59,444,900 59,444,900 福岡証券取引所

権利内容に何ら
限定のない当行
における標準と
なる株式

Ａ種優先株式 6,000,000 6,000,000 非上場  （注）１
Ｂ種優先株式 3,000,000 3,000,000 非上場  （注）２
Ｃ種優先株式 9,000,000 9,000,000 非上場  （注）３

計 77,444,900 77,444,900 － －
　（注）１．Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(１)Ａ種優先配当金
当行は、定款に定める期末の剰余金の配当を行うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株
主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対して、
普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式
質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につきＡ種優先株式の払込金額に3.50％（平成19年３月31日
に終了する事業年度にかかる期末の剰余金の配当の場合は、年率3.50％に基づき払込期日から平成19年３月
31日までの間の日数（初日と最終日を含む。）につき１年を365日とする日割計算により算出される割合と
し、％未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り捨てるものとする。）を乗じた額の金銭（以下「Ａ
種優先配当金」という。）を支払う。ただし、当該事業年度において下記(４)に定めるＡ種優先中間配当金を
支払ったときは、その額を控除した額とする。

(２)非累積条項
ある事業年度において、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＡ
種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(３)非参加条項
Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わ
ない。

(４)Ａ種優先中間配当金
当行は、定款に定める中間配当を行うときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、普通株
主及び普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につきＡ種優先配当金の２分の１に相当する額の金
銭（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払う。

(５)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通
登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき1,000円の金銭を支払う。Ａ種優先株主又はＡ種優先登録
株式質権者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。

(６)議決権
Ａ種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。

(７)種類株主総会
法令に別段の定めがある場合を除き、当行が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合において
も、Ａ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(８)株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。Ａ種優先株
主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを
行わない。

(９)取得条項
当行は、当行取締役会が定める日（ただし、平成29年４月１日以降の日に限る。)をもってＡ種優先株式の全
部又は一部を取得することができ、これと引換えに、Ａ種優先株式１株につき1,000円の金銭を交付するもの
とする。当行がＡ種優先株式の一部を取得する場合は、取得するＡ種優先株式はあん分比例の方法により決
定し、あん分比例によれない部分については抽選により決定するものとする。

(10)譲渡制限
Ａ種優先株式を譲渡により取得することについては当行取締役会の承認を要する。

EDINET提出書類

株式会社豊和銀行(E03673)

四半期報告書

 8/25



　　　　２．Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。
(１)Ｂ種優先配当金

 当行は、定款に定める期末の剰余金の配当を行うときは、Ｂ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株
主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。）に対して、
普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式
質権者」という。）に先立ち、Ｂ種優先株式１株につきＢ種優先株式の払込金額の0.80％（平成19年３月31日
を基準日とする期末の剰余金の配当の場合は、年率0.80％に基づき払込の日から平成19年３月31日までの間
の日数（初日と最終日を含む。）につき１年を365日とする日割計算により算出される割合とし、％未満小数
第３位まで算出し、その小数第３位を切り捨てるものとする。）に相当する額の金銭による剰余金の配当
（かかる配当により支払われる金銭を以下「Ｂ種優先配当金」という。）を行う。ただし、当該事業年度にお
いて下記(４)に定めるＢ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(２)非累積条項
ある事業年度において、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配
当の額がＢ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(３)非参加条項
Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わ
ない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号
ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは
同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(４)Ｂ種優先中間配当金
当行は、定款に定める中間配当を行うときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して、普通株
主及び普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につきＢ種優先配当金の２分の１に相当する額（平
成18年９月30日を基準日とする中間配当の場合は、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り
捨てるものとする。）の金銭（以下「Ｂ種優先中間配当金」という。）を支払う。

(５)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通
登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき1,000円の金銭を支払う。Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録
株式質権者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。

(６)議決権
Ｂ種優先株主は、株主総会において、議決権を有しない。

(７)株式の併合又は分割等
法令に別段の定めがある場合を除き、Ｂ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。Ｂ種優先株
主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを
行わない。

(８)取得請求権
①取得請求権
 　 Ｂ種優先株主は、下記②に定めるＢ種優先株式の取得を請求することができる期間（以下「取得請求期
間」という。）中、当行がＢ種優先株式を取得するのと引換えに下記③及び④に定める算出方法により算出
される数の当行の普通株式を交付することを請求することができる。
②Ｂ種取得請求期間
　　平成21年７月１日から平成32年３月31日までとする。
③取得と引換えに交付すべき普通株式数
　　Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
 　　 　取得と引換えに交付すべき普通株式
　　　　　＝Ｂ種優先株主が取得を請求したＢ種優先株式の払込金額の総額÷Ｂ種取得価額
　　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、１株に満たない端数が生じたときは、これを切
り捨て、会社法167条第３項に定める金銭の交付は行わないものとする。
④当初Ｂ種取得価額
当初Ｂ種取得価額は、平成21年６月30日（以下「Ｂ種取得価額決定日」という。）における普通株式の時
価又は普通株式１株当り純資産額のいずれか低い金額とする。ただし、当初Ｂ種取得価額が35円（ただし、下
記⑤の調整を受ける。）（以下「下限当初Ｂ種取得価額」という。）を下回る場合は、当初Ｂ種取得価額は下
限当初Ｂ種取得価額とする。
普通株式の時価とは、Ｂ種取得価額決定日に先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における
当行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）をいい、
平均値の計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間
に、下記⑤に定めるＢ種取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は下記⑤に準じて調整される。ま
た、普通株式１株当り純資産額とは、次の算式により算出される額をいい、普通株式１株当り純資産額の計算
は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。
 　　　 普通株式１株当り純資産額＝（Ａ－Ｂ）÷（Ｃ－Ｄ）
　　上記の算式におけるＡ、Ｂ、Ｃ及びＤは、それぞれ以下を意味する。
Ａ：Ｂ種取得価額決定日の直前の当行事業年度の末日における「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に
関する規則」に基づき作成される連結財務諸表の純資産の部の合計金額から、同連結財務諸表の少数株
主持分の金額並びに当行による直前の事業年度中の日を基準日とする普通株式以外の種類株式に係る
金銭による剰余金の配当のうち、当行の事業年度の末日経過後に支払われる金銭による剰余金の配当の
額を控除した金額

Ｂ：Ｂ種取得価額決定日において当行が発行している普通株式以外の種類株式（Ｂ種優先株式を含む。）の
払込金額の総額

Ｃ：Ｂ種取得価額決定日における当行の発行済普通株式総数
Ｄ：Ｂ種取得価額決定日における当行及び当行の連結子会社（「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に
関する規則」第５条に従い、連結の範囲に含められる当行の子会社をいう。）が保有する当行の普通株
式数

⑤取得価額の調整
　　Ｂ種優先株式発行後、下記(イ)乃至(ホ)のいずれかに該当する場合には、次に定める算式(以下「Ｂ種取得価額
調整式」という。)によりＢ種取得価額を調整するものとする。
調整後Ｂ種取得価額＝調整前Ｂ種取得価額×{（既発行普通株式数－自己株式数）＋（新規発行・処分

普通株式数×１株当り払込金額÷１株当りの時価）}÷{（既発行普通株式数－自己株
式数）＋新規発行・処分普通株式数}
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(イ)Ｂ種取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当行が保有する普通株
式を処分する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただし、下記（ハ）記載の証券（権利）の取得と引換
え若しくは当該証券（権利）の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は下記（ニ）
記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交
付の場合を除く。）
調整後Ｂ種取得価額は、払込がなされた日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生
日）の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

(ロ)株式の分割の場合
調整後Ｂ種取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。なお、株式の分割の場合の
Ｂ種取得価額調整式における「新規発行・処分普通株式数」とは株式の分割により増加する普通株式数
を意味するものとし、また、「（既発行普通株式数－自己株式数）」は、「既発行普通株式数」と読み替え
るものとする。

(ハ)Ｂ種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は当行の普通株式の交付を請
求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させること
ができる証券（権利）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）
調整後Ｂ種取得価額は、その払込がなされた日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力
発生日）に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される証
券（権利）の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で、取得されたものとみな
して（当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される
証券（権利）又は取得させることができる証券（権利）の場合、さらに当該新株予約権の全てがその日に
有効な行使価額で行使されたものとみなして）、その払込がなされた日（基準日を定めずに無償割当てを
行う場合は、その効力発生日）の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日
の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得又は行使価額がその払込がなされた日（基準日を定めずに
無償割当てを行う場合は、その効力発生日）、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定
しない場合、調整後Ｂ種取得価額は、当該取得及び行使価額が決定される日（以下本（ハ）において「価
額決定日」という。）に、発行される証券（権利）の全額が、当該取得価額で、取得されたものとみなして
（当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券
（権利）又は取得させることができる証券（権利）の場合、さらに当該新株予約権の全てが当該行使価額
で行使されたものとみなして）、価額決定日の翌日以降これを適用する。本（ハ）において「価額」とは、
発行される証券（権利）の払込金額（新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又
は取得させることができる証券（権利）の場合、当該証券（権利）の払込金額と新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価額との合計額）から取得（又は行使）に際して当該証券（権利）（又は新株予約
権）の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額をい
うものとする。

(ニ)Ｂ種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式、又は、当行の普通株式を交付す
ることと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式、の交付を請求できる新株予約権
（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）
調整後Ｂ種取得価額は、かかる新株予約権の割当日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その
効力発生日）に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予
約権の全てが、その日に有効な行使価額で、行使されたものとみなして（当行の普通株式を交付すること
と引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予
約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして）、割当日
（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日）の翌日以降、また募集又は無償割当ての
ための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使又は取得価額がその割当
日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日）又は募集若しくは無償割当てのための
基準日において確定しない場合、調整後Ｂ種取得価額は、当該行使及び取得価額が決定される日（以下、本
（ニ）において「価額決定日」という。）に、発行される全ての新株予約権が、当該行使価額で、行使され
たものとみなして（当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させること
ができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な
取得価額で取得されたものとみなして）、価額決定日の翌日以降これを適用する。本（ニ）において「価
額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計
額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産を
控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいう。

(ホ)株式の併合により普通株式数を変更する場合
調整後Ｂ種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。Ｂ種取得価額調整式で使用する
「新規発行・処分普通株式数」は、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示し、これを使用
するものとする。

(へ)Ｂ種取得価額調整式における「１株当り払込金額」とは、それぞれ以下のとおりとする。
(ａ)上記(イ)の場合　当該払込金額(無償割当ての場合は０円)
(ｂ)上記(ロ)の場合　０円
(ｃ)上記(ハ)の場合　上記(ハ)に定める価額
(ｄ)上記(ニ)の場合　上記(ニ)に定める価額
(ｅ)上記(ホ)の場合　０円

(ト)上記(イ)乃至(ホ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催さ
れる当行の株主総会における一定の事項（ただし、（ロ）については、剰余金の額を減少して、資本金又は
準備金の額を増加することを含む。）に関する承認決議を条件としている場合、調整後Ｂ種取得価額は、当
該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(チ)上記(イ)乃至(ホ)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当行取締役会が判断する合理的
なＢ種取得価額に変更される。
(ａ)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のためにＢ種取得価額の調整を必要とする
とき。

(ｂ)その他当銀行の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってＢ種取得価額
の調整を必要とするとき。

(ｃ)Ｂ種取得価額の調整事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後Ｂ種取得価額の算出
に関して使用すべき１株当りの時価が他方の事由によって影響されているとき。
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(リ)Ｂ種取得価額調整式における「時価」とは、調整後Ｂ種取得価額の適用の基準となる日に先立つ20取引日
目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当銀行の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を
含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）をいい、平均値の計算は円位未満小数第２位まで算出し、そ
の小数第２位を四捨五入する。なお、上記15取引日の間に、上記(イ)乃至(ホ)に定めるＢ種取得価額の調整事
由が生じた場合には、当該平均値は、本⑤に準じて調整される。

(ヌ)Ｂ種取得価額調整式で使用する「調整前Ｂ種取得価額」とは、調整後Ｂ種取得価額を適用する日の前日に
おいて有効なＢ種取得価額とする。

(ル)Ｂ種取得価額調整式で使用する「（既発行普通株式数－自己株式数）」とは、基準日がない場合は調整後
Ｂ種取得価額を適用する日の１か月前の日、基準日がある場合は基準日における発行済普通株式数から自
己株式数を控除した数とする。

(ヲ)調整後Ｂ種取得価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。
(ワ)Ｂ種取得価額調整式により算出された調整後Ｂ種取得価額と調整前Ｂ種取得価額との差額が１円未満の場
合は、Ｂ種取得価額の調整は行わないものとする。ただし、その後Ｂ種取得価額の調整を必要とする事由が
発生し、Ｂ種取得価額を算出する場合には、Ｂ種取得価額調整式中の調整前Ｂ種取得価額に代えて調整前
Ｂ種取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(９)取得条項
　　当行は、Ｂ種取得請求期間中に取得請求のなかったＢ種優先株式を、同期間の末日の翌日以降の日で取締役
会が定める日（以下「一斉取得日」という。）をもって取得し、これと引換えに、Ｂ種優先株式１株の払込金
額相当額を普通株式の時価で除して得られる数の普通株式を交付する。普通株式の時価とは、一斉取得日に
先立つ20取引日目に始まる15取引日の福岡証券取引所における当銀行の普通株式の普通取引の毎日の終値
（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）をいい、平均値の計算は円位未満小数第２位まで
算出し、その小数第２位を四捨五入する。ただし、当該平均値がＢ種取得請求期間の末日において有効なＢ種
取得価額の70％に相当する額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下
「下限一斉Ｂ種取得価額」という。）を下回るときは、Ｂ種優先株式１株の払込金額相当額を下限一斉Ｂ種
取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するものとし、当該平均値がＢ種取得請求期間の末日におい
て有効なＢ種取得価額の100％に相当する額（以下「上限一斉Ｂ種取得価額」という。）を上回るときは、Ｂ
種優先株式１株の払込金額相当額を上限一斉Ｂ種取得価額で除して得られる数の普通株式を交付するもの
とする。交付すべき普通株式数の算出において１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に従いこ
れを取り扱う。

　　　　３．Ｃ種優先株式の内容は次のとおりであります。
(１)Ｃ種優先配当金
 　 当行は、定款に定める期末の剰余金の配当を行うときは、Ｃ種優先株式を有する株主（以下「Ｃ種優先株
主」という。）又はＣ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優先登録株式質権者」という。）に対して、
普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式
質権者」という。）に先立ち、Ｃ種優先株式１株につきＣ種優先株式の払込金額に下記(イ)又は(ロ)に定める
配当年率を乗じた額の金銭（以下「Ｃ種優先配当金」という。）を支払う。ただし、当該事業年度において下
記(４)に定めるＣ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(イ)  平成19年３月31日を基準日とする期末の剰余金の配当から平成21年３月31日を基準日とする期末の剰余
金配当までの配当年率
　年率1.84％(平成19年３月31日を基準日とする期末の剰余金の配当の場合は、年率1.84％に基づき払込の日
から平成19年３月31日までの間の日数（初日と最終日を含む。）につき１年を365日とする日割計算によ
り算出される割合とし、％未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り捨てるものとする。）　　　　

(ロ） 平成22年３月31日を基準日とする期末の剰余金の配当以降の配当年率
　日本円TIBOR（６か月物）＋1.20％
　ここにおいて「日本円TIBOR（６か月物）」とは、各事業年度の４月１日（当該日が銀行休業日の場合
は前営業日）及び10月１日（当該日が銀行休業日の場合は前営業日）において、午前11時における日本円
６か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円 TIBOR）として全国銀行協会に
よ
って公表される数値の平均値を指すものとする。ただし、上記いずれかの日において、午前11時における
日本円６か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円 TIBOR）が公表されない
場
合は、同日（当該日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時におけるユーロ円６か月物ロ
ンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円 LIBOR６か月物（360日ベース））として英

国銀行協会（BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを、日本円TIBOR（６
か月物）の算出において用いるものとする。配当年率は、％未満小数第３位まで算出し、その小数第３
位を切り捨てる。

(２)非累積条項
　　ある事業年度において、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当
の額がＣ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(３)非参加条項
　　Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対しては、Ｃ種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わな
い。

(４)優先中間配当金
　　当行は、定款に定める中間配当を行うときは、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して、普通株主及
び普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株につきＣ種優先配当金の２分の１に相当する額を上限とす
る金銭（以下「Ｃ種優先中間配当金」という。）を支払う。

(５)残余財産の分配
　　当行は、残余財産を分配するときは、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録
株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株につき1,000円の金銭を支払う。Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質
権者に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。

(６)議決権
　　 Ｃ種優先株主は、取締役の選任及び解任に係る議案を除き、株主総会において、議決権を有さない。ただし、定
時株主総会にＣ種優先配当金の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より
Ｃ種優先配当金の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会終結の
時からＣ種優先配当金の支払を受ける旨の決議がなされるまでの間は全ての議案について議決権を有す　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るものとする。

(７)株式の併合又は分割等
　　法令に別段の定めがある場合を除き、Ｃ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。Ｃ種優先株主に
は、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わな
い。
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(８)取得請求権
①取得請求権
 　 Ｃ種優先株主は、下記②に定めるＣ種優先株式の取得を請求することができる期間（以下「Ｃ種取得請求
期間」という。）中、当行がＣ種優先株式を取得するのと引換えに下記③及び④に定める算出方法により算
出される数の当行の普通株式を交付することを請求することができる。
②Ｃ種取得請求期間
　　平成20年４月１日から平成32年４月１日までとする。
③取得と引換えに交付すべき普通株式数
　　Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
 　　 　取得と引換えに交付すべき普通株式
　　　　　＝Ｃ種優先株主が取得を請求したＣ種優先株式の払込金額の総額÷Ｃ種取得価額
　　取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、１株に満たない端数が生じたときは、これを切
り捨て、会社法167条第３項に定める金銭の交付は行わないものとする。
④当初Ｃ種取得価額
当初Ｃ種取得価額は、Ｃ種取得請求期間開始日の前日まで（当該日を含む。）の５連続取引日（ただし、福
岡証券取引所における当銀行の普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は気配表示とする。以下「終
値」という。）のない日を除き、Ｃ種取得請求期間開始日の前日が取引日でない場合には、当該日の直前の終
値のある取引までの５連続取引日とする。）の毎日の終値の平均値に相当する金額（円位未満小数第２位ま
で算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。ただし、当初Ｃ種取得価額が発行決議日まで（当該日
を含む。）の５連続取引日の毎日の終値の平均値の50％に相当する額（円位未満小数第２位まで算出し、そ
の小数第２位を四捨五入する。ただし、下記⑥による調整を受ける。以下「下限Ｃ種取得価額」という。）を
下回る場合には、当初Ｃ種取得価額は下限Ｃ種取得価額とする。
⑤Ｃ種取得価額の修正
Ｃ種取得請求期間の開始後、毎月第３金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、Ｃ種取得価額
は、決定日まで（当該日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値のない日を除き、決定日が取引日でない場
合には、決定日の直前の終値のある取引日までの５連続取引日とする。以下「時価算定期間」とい　　　　　
う。）の毎日の終値の平均値に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五　　　
　　　入する。以下「決定日価額」という。）に修正される。時価算定期間内に下記⑥に定めるＣ種取得価　　　　　
　額の調整事由が生じた場合には、修正後のＣ種取得価額は当行が適当と判断する金額に調整される。た　　　　
　　だし、決定日価額が下限Ｃ種取得価額を下回る場合には、修正後のＣ種取得価額は下限Ｃ種取得価額とす　
　　　　　る。
⑥取得価額の調整
　　Ｃ種優先株式発行後、下記(イ)乃至(ホ)のいずれかに該当する場合には、次に定める算式(以下「Ｃ種取得価額
調整式」という。)によりＣ種取得価額を調整するものとする。
調整後Ｃ種取得価額＝調整前Ｃ種取得価額×{（既発行普通株式数－自己株式数）＋（新規発行・処分

普通株式数×１株当り払込金額÷１株当りの時価）}÷{（既発行普通株式数－自己株
式数）＋新規発行・処分普通株式数}

(イ)Ｃ種取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当銀行が保有する普通
株式を処分する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただし、下記（ハ）記載の証券（権利）の取得と引
換え若しくは当該証券（権利）の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は下記
（ニ）記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えに
よる交付の場合を除く。）
調整後Ｃ種取得価額は、払込がなされた日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生
日）の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

(ロ)株式の分割の場合
調整後Ｃ種取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。なお、株式の分割の場合の
Ｃ種取得価額調整式における「新規発行・処分普通株式数」とは株式の分割により増加する普通株式数
を意味するものとし、また、「（既発行普通株式数－自己株式数）」は、「既発行普通株式数」と読み替え
るものとする。

(ハ)Ｃ種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式又は当行の普通株式の交付を請
求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させること
ができる証券（権利）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）
調整後Ｃ種取得価額は、その払込がなされた日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力
発生日）に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される証
券（権利）の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で、取得されたものとみな
して（当行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される
証券（権利）又は取得させることができる証券（権利）の場合、さらに当該新株予約権の全てがその日に
有効な行使価額で行使されたものとみなして）、その払込がなされた日（基準日を定めずに無償割当てを
行う場合は、その効力発生日）の翌日以降、また募集又は無償割当てのための基準日がある場合はその日
の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得又は行使価額がその払込がなされた日（基準日を定めずに
無償割当てを行う場合は、その効力発生日）、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定
しない場合、調整後Ｃ種取得価額は、当該取得及び行使価額が決定される日（以下本（ハ）において「価
額決定日」という。）に、発行される証券（権利）の全額が、当該取得価額で、取得されたものとみなして
（当銀行の普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証
券（権利）又は取得させることができる証券（権利）の場合、さらに当該新株予約権の全てが当該行使価
額で行使されたものとみなして）、価額決定日の翌日以降これを適用する。本（ハ）において「価額」と
は、発行される証券（権利）の払込金額（新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権利）
又は取得させることができる証券（権利）の場合、当該証券（権利）の払込金額と新株予約権の行使に際
して出資される財産の価額との合計額）から取得（又は行使）に際して当該証券（権利）（又は新株予
約権）の保有者に交付される普通株式以外の財産を控除した金額を交付される普通株式数で除した額を
いうものとする。

(ニ)Ｃ種取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普通株式、又は、当銀行の普通株式を交付
することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式、の交付を請求できる新株予約
権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）
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調整後Ｃ種取得価額は、かかる新株予約権の割当日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その
効力発生日）に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予
約権の全てが、その日に有効な行使価額で、行使されたものとみなして（当行の普通株式を交付すること
と引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予
約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な取得価額で取得されたものとみなして）、割当日
（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日）の翌日以降、また募集又は無償割当ての
ための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使又は取得価額がその割当
日（基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日）又は募集若しくは無償割当てのための
基準日において確定しない場合、調整後Ｃ種取得価額は、当該行使及び取得価額が決定される日（以下、本
（ニ）において「価額決定日」という。）に、発行される全ての新株予約権が、当該行使価額で、行使され
たものとみなして（当行の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させること
ができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、さらに当該株式の全てがその日に有効な
取得価額で取得されたものとみなして）、価額決定日の翌日以降これを適用する。本（ニ）において「価
額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計
額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産を
控除した金額を交付される普通株式数で除した額をいう。 

(ホ)株式の併合により普通株式数を変更する場合
調整後Ｃ種取得価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。Ｃ種取得価額調整式で使用する
「新規発行・処分普通株式数」は、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示し、これを使用
するものとする。

(へ)Ｃ種取得価額調整式における「１株当り払込金額」とは、それぞれ以下のとおりとする。
(ａ)上記(イ)の場合　当該払込金額(無償割当ての場合は０円)
(ｂ)上記(ロ)の場合　０円
(ｃ)上記(ハ)の場合　上記(ハ)に定める価額
(ｄ)上記(ニ)の場合　上記(ニ)に定める価額
(ｅ)上記(ホ)の場合　０円

(ト)上記(イ)乃至(ホ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催さ
れる当銀行の株主総会における一定の事項（ただし、（ロ）については、剰余金の額を減少して、資本金又
は準備金の額を増加することを含む。）に関する承認決議を条件としている場合、調整後Ｃ種取得価額は、
当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(チ)上記(イ)乃至(ホ)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当銀行取締役会が判断する合理
的なＣ種取得価額に変更される。
(ａ)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のためにＣ種取得価額の調整を必要とする
とき。

(ｂ)その他当行の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によってＣ種取得価額の
調整を必要とするとき。

(ｃ)Ｃ種取得価額の調整事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後Ｃ種取得価額の算出
に関して使用すべき１株当りの時価が他方の事由によって影響されているとき。

(リ)Ｃ種取得価額調整式における「時価」とは、調整後Ｃ種取得価額の適用の基準となる日の前日まで（当該
日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値のない日を除き、当該日が取引日でない場合には、当該日の直
前の終値のある取引日までの５連続取引日とする。）の毎日の終値の平均値（円位未満小数第２位まで算
出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

(ヌ)Ｃ種取得価額調整式で使用する「調整前Ｃ種取得価額」とは、調整後Ｃ種取得価額を適用する日の前日に
おいて有効なＣ種取得価額とする。

(ル)Ｃ種取得価額調整式で使用する「（既発行普通株式数－自己株式数）」とは、基準日がない場合は調整後
Ｃ種取得価額を適用する日の１か月前の日、基準日がある場合は基準日における発行済普通株式数から自
己株式数を控除した数とする。

(ヲ)調整後Ｃ種取得価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。
(ワ)Ｃ種取得価額調整式により算出された調整後Ｃ種取得価額と調整前Ｃ種取得価額との差額が１円未満の場
合は、Ｃ種取得価額の調整は行わないものとする。ただし、その後Ｃ種取得価額の調整を必要とする事由が
発生し、Ｃ種取得価額を算出する場合には、Ｃ種取得価額調整式中の調整前Ｃ種取得価額に代えて調整前
Ｃ種取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

⑦取得請求受付場所
　　東京都中央区八重洲一丁目２番１号

 　　　　　　 みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
⑧取得請求の効力発生
　　取得請求の効力は、取得請求書及びＣ種優先株式の株券が取得請求受付場所に到着したときに発生する。た
だし、Ｃ種優先株式の株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。

(９)取得条項
　　当行は、Ｃ種取得請求期間中に取得請求のなかったＣ種優先株式を、同期間の末日の翌日以降の日で取締役
会が定める日をもって取得し、これと引換えに、Ｃ種優先株式１株の払込金額相当額をその前取引日まで
（当該日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値のない日を除き、当該日が取引日でない場合には、当該日
の直前の終値のある取引日までの５連続取引日とする。）の毎日の終値の平均値（円位未満第２位まで算出
し、その小数第２位を四捨五入する。）で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、当該平均値が下
限Ｃ種取得価額を下回るときは、Ｃ種優先株式１株につきその払込金額相当額を下限Ｃ種取得価額で除して
得られる数の普通株式を交付するものとする。交付すべき普通株式数の算出において１株に満たない端数が
生じたときは、会社法第234条に従いこれを取り扱う。

４．「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までのＣ種優先株式の取得請
求により発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】
　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】
　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月１日～
平成20年６月30日 － 77,444 － 12,495,497 － 1,350,997

（５）【大株主の状況】
　普通株式については、大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異
動は把握しておりません。
　Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式については、大株主の異動はありません。

（６）【議決権の状況】
①【発行済株式】
　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す
ることができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　 平成20年６月30日現在
区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  Ａ種優先株式　6,000,000
Ｂ種優先株式　3,000,000 － 「１(1)②発行済株式」の

「内容」の記載を参照
議決権制限株式（自己株式等） － － －
議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） （自己株式）
普通株式　　　　187,000 －

権利内容に何ら限定
のない当行における
標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 　　58,263,000
Ｃ種優先株式　9,000,000

普通株式　　 58,263
Ｃ種優先株式　9,000　

普通株式は同上、Ｃ種
優先株式は「１(1)②発
行済株式」の「内容」
の記載を参照

単元未満株式 普通株式　　　　994,900 － 同上
発行済株式総数 77,444,900 － －
総株主の議決権 － 67,263 －

（注）　上記の「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が21,000株含まれておりま
す。また、「議決権の数」の欄に同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が21個含まれております。

②【自己株式等】
　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称 所有者の住所 自己名義所有

株式数（株）
他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社豊和銀行 大分市王子中町４番
10号 187,000 － 187,000 0.31

計 － 187,000 － 187,000 0.31
（注）　「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)」の発行済株式総数は発行済普通株式の総数であります。

２【株価の推移】
【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年
４月 ５月 ６月

最高（円） 165 161 152

最低（円） 138 140 134

　（注）最高・最低株価は福岡証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】
　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】
１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府
令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収
益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

２．当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）は、四半期連結財務諸表の作成初年度で
あるため、前第１四半期連結累計期間との対比は行っておりません。

３．当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）の四半期連結財務諸表は金融商品取引法
第193条の２第１項の規定に基づき、あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成２０年６月３０日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成２０年３月３１日）

資産の部

現金預け金 ※2
 50,655

※2
 49,181

買入金銭債権 5 6

商品有価証券 10 －

有価証券 ※2, ※4
 82,672

※2, ※4
 78,436

貸出金 ※1
 349,370

※1
 366,670

外国為替 143 105

その他資産 3,261 3,071

有形固定資産 ※3
 8,637

※3
 8,718

無形固定資産 201 171

繰延税金資産 1,867 1,862

支払承諾見返 ※4
 2,202

※4
 2,254

貸倒引当金 △11,424 △29,201

資産の部合計 487,603 481,276

負債の部

預金 459,629 453,168

借用金 278 348

外国為替 8 1

社債 7,000 7,000

その他負債 2,371 2,160

賞与引当金 55 102

退職給付引当金 372 391

預金払戻損失引当金 94 94

再評価に係る繰延税金負債 1,263 1,267

支払承諾 ※4
 2,202

※4
 2,254

負債の部合計 473,276 466,787

純資産の部

資本金 12,495 12,495

資本剰余金 1,350 1,350

利益剰余金 1,265 1,309

自己株式 △68 △68

株主資本合計 15,044 15,087

その他有価証券評価差額金 △2,507 △2,387

土地再評価差額金 1,661 1,666

評価・換算差額等合計 △845 △720

少数株主持分 128 121

純資産の部合計 14,327 14,488

負債及び純資産の部合計 487,603 481,276
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

経常収益 3,268

資金運用収益 2,745

（うち貸出金利息） 2,392

（うち有価証券利息配当金） 295

役務取引等収益 356

その他業務収益 55

その他経常収益 111

経常費用 3,455

資金調達費用 452

（うち預金利息） 402

役務取引等費用 286

その他業務費用 88

営業経費 1,527

その他経常費用 ※
 1,099

経常損失（△） △186

特別利益 153

固定資産処分益 9

償却債権取立益 134

その他の特別利益 9

特別損失 0

税金等調整前四半期純損失（△） △33

法人税、住民税及び事業税 16

法人税等調整額 △8

少数株主利益 6

四半期純損失（△） △48
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △33

減価償却費 78

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,777

賞与引当金の増減額（△は減少） △46

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18

預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） △0

資金運用収益 △2,745

資金調達費用 452

有価証券関係損益（△） 141

固定資産処分損益（△は益） △8

貸出金の純増（△）減 17,299

預金の純増減（△） 6,460

借用金の純増減（△） △69

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 993

コールローン等の純増（△）減 1

外国為替（資産）の純増（△）減 △38

外国為替（負債）の純増減（△） 7

資金運用による収入 2,617

資金調達による支出 △192

その他 △28

小計 7,093

法人税等の支払額 △24

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △23,440

有価証券の売却による収入 955

有価証券の償還による収入 17,900

有形固定資産の取得による支出 △4

無形固定資産の取得による支出 △51

有形固定資産の売却による収入 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △0

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,467

現金及び現金同等物の期首残高 38,565

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 41,033
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項の
変更

リース取引に関する会計基準
　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計
基準第13号平成19年３月30日）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第16号同前）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度から
適用されることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間から同会計基準及び
適用指針を適用しております。また、当該取引に係るリース資産の減価償却の方法につ
いては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
これによる連結貸借対照表等に与える影響はありません。

 　なお、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する連結会計年度に属する所有
権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じて会計処理を行っております。

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．税金費用の計算 　法人税等につきましては、年度決算と同様の方法により計算しておりますが、納付税額
の算出に係る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い項目に限定して適用してお
ります。

２．繰延税金資産の回収可能
性の判断

　繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、一時差異の発生状況について前連結
会計年度末から大幅な変動がないと認められるため、同年度末の検討において使用した
将来の業績予測及びタックス・プランニングの結果を適用しております。

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　当行の貸倒引当金は、従来、破綻先債権及び実質破綻先債
権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引
き当てておりましたが、当第１四半期連結会計期間から、破
綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、
債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能
見込額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から
直接減額しております。
　これにより、従来の方法に比べ、貸出金は17,503百万円減
少、その他資産は149百万円減少、貸倒引当金は17,653百万
円減少し、その他経常費用は113百万円増加、特別利益は113
百万円増加しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ
ります。

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ
ります。

破綻先債権額 2,316百万円
延滞債権額 20,187百万円
３ヵ月以上延滞債権額 21百万円
貸出条件緩和債権額 6,594百万円

破綻先債権額 10,399百万円
延滞債権額 30,764百万円
３ヵ月以上延滞債権額 21百万円
貸出条件緩和債権額 6,252百万円

　なお、「追加情報」に記載されている取立不能見込額
の直接減額により、従来の方法によった場合に比べ、破
綻先債権額は7,719百万円、延滞債権額は9,769百万円、
貸出条件緩和債権は５百万円減少しております。

　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であり
ます。

　また、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であり
ます。

 

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産
　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前
連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められる
ものは、次のとおりであります。

 

有価証券 23,071百万円
預け金 3百万円

有価証券 23,665百万円
預け金 3百万円

※３．有形固定資産の減価償却累計額 6,054百万円 ※３．有形固定資産の減価償却累計額 6,140百万円

※４．有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商
品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債
務の額は100百万円であります。

※４．有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商
品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債
務の額は100百万円であります。

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　その他経常費用には、貸出金償却682百万円、貸倒引当金
繰入額183百万円及び株式等償却205百万円を含んでおり
ます。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借
対照表に掲記されている科目の金額との関係

（単位：百万円）
平成20年６月30日現在
現金預け金勘定 50,655
定期預け金 △8,559
その他預け金 △1,062
現金及び現金同等物 41,033

EDINET提出書類

株式会社豊和銀行(E03673)

四半期報告書

20/25



（株主資本等関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　 （単位：千株）

　 当第１四半期連結会計期間末株式数

発行済株式  

普通株式 59,444

Ａ種優先株式 6,000

Ｂ種優先株式 3,000

Ｃ種優先株式 9,000

合計 77,444

自己株式  

普通株式 187

合計 187

２．配当に関する事項
　当行の配当について、当第１四半期連結会計期間中の配当金支払額、及び基準日が当第１四半期連結会計期
間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるものはございませ
ん。

【事業の種類別セグメント情報】
　連結会社は銀行業以外に一部でリース業等の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める
割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

【所在地別セグメント情報】
　在外連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【国際業務経常収益】
　国際業務経常収益が連結経常収益の10％未満のため、国際業務経常収益の記載を省略しております。

（有価証券関係）
当第１四半期連結会計期間末
※１．企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められ
るものは、次のとおりであります。

※２．四半期連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成20年６月30日現在）

　 四半期連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債 18,494 18,937 443
合計 18,494 18,937 443

　（注）　時価は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年６月30日現在）

　 取得原価（百万円） 四半期連結貸借対照表計上額
（百万円） 評価差額（百万円）

株式 6,125 5,419 △705
債券 42,505 41,467 △1,037
国債 24,407 23,684 △723
地方債 803 799 △3
社債 17,294 16,983 △310
その他 16,445 15,681 △764

合計 65,075 62,568 △2,507
（注）１．四半期連結貸借対照表計上額は、当第１四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により計

上したものであります。
２．当第１四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について205百万円減損処理を行っ
ております。なお、時価のない株式の減損処理にあたっては、当該株式の発行会社の財務状況から算出した当該
株式の期末における実質価額が取得価額に比べ50％超下落した場合には全て減損処理を行っております。
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（金銭の信託関係）
当第１四半期連結会計期間末
　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるも
のはありません。

（デリバティブ取引関係）
当第１四半期連結会計期間末
　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるも
のはありません。

（１株当たり情報）
１．１株当たり純資産額

　 　 当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 円 △64.16 △61.31
　（注）１．１株当たり純資産額の計算においては、純資産額から優先株式の発行金額18,000百万円を控除しております。

２．１株当たり四半期純損失金額等

　 　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 円 0.82
　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。
２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

　 　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純損失 百万円 48
普通株主に帰属しない金額 百万円 －
普通株式に係る四半期純損失 百万円 48
普通株式の期中平均株式数 千株 59,257
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり四半期純利益金額の算定に含
めなかった潜在株式で、前連結会計年度末
から重要な変動があったものの概要

　 ─────

（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する連結
会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引
につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会
計処理を行っておりますが、リース取引残高は前連結会計
年度末に比べて著しい変動は認められません。
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２【その他】
　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月11日

株式会社豊和銀行

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 飯田　浩司　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 秋宗　勝彦　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社豊和銀行の

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年

６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社豊和銀行及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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